
（２）議決事項 

① 令和６年度事業計画について 

令和６年度事業計画書 

 本会は、令和６年度次の事業を実施するものとする。 

１．地域住民のための医療保険の受領委任取扱いに関する事業並びに 

保険取扱い全般に関する事業 【公１】 

(１) 受領委任の取扱いに係る登録改廃手続き 

（２）受領委任制度及び施術等に関する相談・助言 

（３）保険者への請求書の一括提出 

（４）療養費の支払業務 

（５）審査委員会の開催（療養費支給申請書事前審査） 

（６）茨城県柔道整復療養費審査委員会（国保連）へ委員派遣（３名） 

（７）茨城県柔道整復療養費審査委員会（協会けんぽ）へ委員派遣（４名） 

（８）労災保険審査会へ委員派遣（２名） 

（９）保険講習会等の開催 

（10）保険者等へ講師派遣 

２．地域の保健福祉の推進に関する事業 【公２】 

(１) 特別公開講座の開催 

(２) ホームページの運営 

３．介護保険法に係る居宅介護支援事業に関する事業 【公２】 

(１) 介護保険関連施設等への機能訓練指導員の派遣 

(２) 介護予防・機能訓練指導員の育成（講習会・研修会等） 

４．柔道整復術を活かした災害時等における救援活動に関する事業 【公２】 

(１) 各種スポーツ大会へ救護員の派遣 

(２) 日本赤十字社茨城県支部特殊奉仕団活動 

５．県民の体位向上の啓発指導に関する事業 【公３】 

(１) 第３３回日整全国少年柔道大会茨城県大会の開催 

(２) 第１４回日整全国少年柔道形競技会茨城県大会の開催 

(３) 第３３回日整全国少年柔道大会へ参加 

(４) 第１４回日整全国少年柔道形競技会へ参加 

 (５) 各種柔道大会への審判員や係員の派遣 

(６) 全国柔道連盟主催の「審判員講習会等」へ参加 

(７) 第１７回日整柔道形講習会へ参加 

６．柔道整復師の学術振興及び技術の向上に関する事業 【他１】 

(１) 県民医療に寄与するため各都道府県柔道整復師会と協力 

 (２) 医療機関との連携による病院研修の実施 

(３) 会員に対する保険研修会の開催 

(４) 会員に対する個別保険指導の開催  

(５) 新入会員に対する保険指導の開催 
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（６）本会の IT 化の推進 

（７）介護保険施設等研修会へ参加 

（８）県内で開催される学術研究会に協力 

（９）日整関東ブロック会各県会長・学術担当者会議へ参加 

（10）日整第４５回関東学術大会栃木大会へ参加 

(11) ○新「匠の技」技術講習会の開催（日整と共催） 

（12）日整生涯学習講習会へ参加 

（13）各種団体主催の生涯学習に係る講習会へ参加 

（14）日整全国介護保険担当者会議へ参加 

（15）日整全国保険部長会議へ参加 

（16）居宅介護支援調査等へ協力（茨城県・日整） 

（17）日整の各都道府県月別給付実態調査に協力 

（18）日整関東ブロック会と東京都柔道整復師会との合同連絡会議へ参加 

（19）第３３回日本柔道整復接骨医学会学術大会へ参加 

（20）公益財団法人柔道整復研修試験財団に協力 

（21）少年野球チームに対する野球肘調査及び報告会の実施 

(22) 高齢者の元気あっぷ運動教室の開催 

(23) 救護員研修会の開催 

(24) 茨城県警察本部と協力し交通事故撲滅運動の推進 

７．会員の福利厚生及び相互扶助に関する事業 【他１】 

（１）いばらき柔道整復師会ニュースの発行（年２回） 

（２）各種スポーツ大会（ゴルフ等）の開催 

（３）人間ドックの受診費用の一部助成 

（４）日整広報に協力 

（５）茨城県柔道連盟主催の各種柔道大会へ協賛 

（６）茨城県柔道整復師協同組合に協力 

（７）日本柔道整復師協同組合に協力 

（８）全国国民年金基金に協力 

８．会務運営に関する事業 

(１) 総会の開催（定時総会 ５月・臨時総会 ３月） 

(２) 理事会の開催（４月・１０月・２月） 

(３) 正副会長会議の開催（随時） 

(４) 部長会議の開催（随時） 

(５) 支部長会議の開催(随時) 

(６) 監事会の開催（監事により上期（９月末現在）と年度（３月末現在）の年２回） 

(７) 経理部会の開催（毎月１日） 

（８）監事会の立会い 

(９) 公認会計士による監査（上期（９月末現在）と年度（３月末現在）の年２回） 

(10) 災害等危機管理対策本部の開催（随時） 

（11）職員研修会の開催 

（12）諸規程等の整備に関すること 

(13) 関係官庁、関係団体との諸連絡 
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